
令和６年４月１日から下表のとおり、保育料の改定を行いました。 

 保育料階層のうち、４階層（23,500円未満）から６階層（48,600円未満、72,000円以上）を保護者市民税所得割額 57,700円未満までの階層となるよ

う細分化し、保育料の減額を行いました。 

各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分 ３歳未満児利用者負担額（月額）（円） 

階層 定義 標準時間 短時間 

１ 生活保護世帯 ０ ０ 

２ 
市民税非課税世帯 

母子・父子家庭等 ０ ０ 

３ ２階層以外の世帯 ０ ０ 

４ 

市民税課税世帯であ

って、利用者負担額算

定に係る主宰者全員の

市民税所得割額の合計

が右の区分に該当する

世帯 

23,500円未満 9,600 7,600 

５ 
23,500円以上 

13,900 11,900 
48,600円未満 

６ 
48,600円以上 

16,400 14,400 
72,000円未満 

７ 
72,000円以上 

20,300 18,300 
97,000円未満 

８ 
97,000円以上 

24,300 22,300 
113,000円未満 

９ 
113,000円以上 

29,300 26,300 
134,000円未満 

10 
134,000円以上 

33,700 30,700 
148,000円未満 

11 
148,000円以上 

38,100 35,100 
169,000円未満 

12 
169,000円以上 

41,400 38,400 
193,000円未満 

13 
193,000円以上 

45,900 42,900 
237,000円未満 

14 
237,000円以上 

47,900 44,900 
301,000円未満 

15 301,000円以上 49,400 46,400 

各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分 ３歳未満児利用者負担額（月額）（円） 

階層 定義 標準時間 短時間 

１ 生活保護世帯 ０ ０ 

２ 
市民税非課税世帯 

母子・父子家庭等 ０ ０ 

３ ２階層以外の世帯 ０ ０ 

４ 

市民税課税世帯であっ

て、利用者負担額算定に

係る主宰者全員の市民税

所得割額の合計が右の区

分に該当する世帯 

23,500円未満 6,700 5,300 

５ 
23,500円以上 

9,700 8,300 
48,600円未満 

６ 
48,600円以上 

11,400 10,000 
57,700円未満 

７ 
57,700円以上 

16,400 14,400 
72,000円未満 

８ 
72,000円以上 

20,300 18,300 
97,000円未満 

９ 
97,000円以上 

24,300 22,300 
113,000円未満 

10 
113,000円以上 

29,300 26,300 
134,000円未満 

11 
134,000円以上 

33,700 30,700 
148,000円未満 

12 
148,000円以上 

38,100 35,100 
169,000円未満 

13 
169,000円以上 

41,400 38,400 
193,000円未満 

14 
193,000円以上 

45,900 42,900 
237,000円未満 

15 
237,000円以上 

47,900 44,900 
301,000円未満 

16 301,000円以上 49,400 46,400 


